
京 都 大 学 通 則 新 旧 対 照 表

改 正 前 改 正 後

（前 略）

第２５条 次の場合には、学部長の申請により教育 第２５条 （同 左）

研究評議会の議を経て、総長が除籍する。

( ) 疾病その他事故により成業の見込みがない者1
( ) 授業料納付の義務を怠る者2
（中 略）

第３６条 研究科 地球環境学舎を含む 以下同じ 第３６条 （同 左）（ 。 。）

に博士課程を置く。

２ 博士課程の標準修業年限は、５年とする。ただ ２ 博士課程の標準修業年限は、５年とする。ただ

し、医学研究科（医科学専攻及び社会健康医学系 し、医学研究科医学専攻の博士課程の標準修業年

専攻を除く ）の博士課程の標準修業年限は、４ 限は、４年とする。。

年とする。

３ （略） ３ （同 左）

４ 法学研究科国際公共政策専攻の博士課程は、前 ４ 医学研究科社会健康医学系専攻及び地球環境学

期２年の課程とし、医学研究科社会健康医学系専 舎地球環境学専攻の博士課程は、後期３年の課程

攻及び地球環境学舎地球環境学専攻の博士課程 とする。

は、後期３年の課程とする。

５ ５（略）
６ ６

第３６条の２ 入学は、学年の初め１回とする。た 第３６条の２

だし、特別の必要があると認めるときは、当該研

究科の定めるところにより、学期の初めにも入学

させることができる。

２ 入学の手続は、当該研究科の定めるところによ ２

る。

第３７条 （略） 第３７条

第３８条 入学志望者に対しては、試験を行う。 第３８条

２ 試験は、当該研究科の定めるところによる。 ２

第３９条 次の各号の一に該当する者は、前条の規 第３９条

定にかかわらず、選考のうえ、入学を許可するこ

とがある。

( ) （略） ( ) （同 左）1 1
( ) 中途退学した者が、同一研究科に入学を志望 ( )2 2
するとき。

第４０条 本学大学院の他研究科に転科（地球環境 第４０条

学舎にあつては転部）を志望し、又は他大学大学

院から本学大学院に転学を志望する者は、欠員の ２

ある場合に限り、当該研究科の定めるところによ

り、許可することがある。

２ 同一研究科内における転専攻については、当該

研究科の定めるところによる。

第４１条 除籍された者が再入学を願い出たとき 第４１条

は、除籍された日から３年以内に限り、研究科長

（地球環境学舎長を含む。以下同じ ）の申請に。

より教育研究評議会の議を経て、総長が許可する

ことがある。



改 正 前 改 正 後

第４２条 入学志望者は、所定の期日までに、願書 第４２条

（同 左）を研究科長あてに提出しなければならない。

第４３条 科目、その授業及び研究指導は、当該研 第４３条

究科の定めるところによる。

２ 当該研究科において必要と認めたときは、学部 ２ 当該研究科において必要と認めたときは、学部

若しくは他の研究科の科目を履修させ 修士課程 若しくは他の研究科等（研究科、公共政策教育部、 、

博士後期課程、一貫制博士課程若しくは医学研究 又は経営管理教育部をいう。以下同じ ）の科目。

科の博士課程の単位とし、又は他の研究科におい を履修させ、修士課程、博士後期課程、一貫制博

て研究指導を受けさせ 修士課程 博士後期課程 士課程若しくは医学研究科の博士課程の単位とし、、 、 、

一貫制博士課程若しくは医学研究科の博士課程の 又は他の研究科において研究指導を受けさせ、修

修了に必要な研究指導の一部とすることができ 士課程、博士後期課程、一貫制博士課程若しくは

る。 医学研究科の博士課程の修了に必要な研究指導の

一部とすることができる。

第４４条 学生は、他の研究科の科目を履修し、又 第４４条 学生は、他の研究科等の科目を履修し、

は他の研究科において研究指導を受けることがで 又は他の研究科において研究指導を受けることが

きる。ただし、この場合所属の研究科及び当該他 できる。ただし、この場合所属の研究科及び当該

の研究科の研究科長の許可を受けなければならな 他の研究科等の長の許可を受けなければならない。

い。

２ （略） ２

（中 略）

第４７条 疾病その他の事故により、３月以上修学 第４７条

を中止しようとするときは、研究科長の許可を得

て、休学することができる。 （同 左）

２ 疾病のため、修学が不適当と認められる者に対 ２

しては、研究科長は、総長の許可を得て、休学を

命ずることができる。

３ （略） ３

（中 略）

第３章の２ 専門職大学院 第３章の２ 専門職大学院

第５３条の２ 第３６条に定めるもののほか、法学 第５３条の２ 第３６条に定めるもののほか、法学

研究科及び医学研究科に専門職学位課程を置き、 研究科、医学研究科、公共政策教育部及び経営管

これを専門職大学院とする。 理教育部に専門職学位課程を置き、これを専門職

大学院とする。

２ ２

３ （略） ３ （同 左）

４ ４

５ 専門職大学院である法学研究科及び医学研究科 ５ 専門職大学院である法学研究科、医学研究科、

の専攻及びその学生定員は、別表第２に掲げると 公共政策教育部及び経営管理教育部の専攻及びそ

おりとする。 の学生定員は、別表第２に掲げるとおりとする。

（略） （同 左）
第５３条の３ 第５３条の３

第５３条の４ 第５３条の４

第５３条の５ 科目及び授業は、当該法学研究科又 第５３条の５ 科目及び授業は、当該法学研究科、

は医学研究科（以下第５３条の１３までにおいて 医学研究科、公共政策教育部又は経営管理教育部

当該研究科 という の定めるところによる （以下第５３条の１５までにおいて「研究科又は「 」 。） 。

教育部」という ）の定めるところによる。。

２ 当該研究科において必要と認めたときは、学部 ２ 当該研究科又は教育部において必要と認めたと

又は他の研究科の科目を履修させ、専門職学位課 きは、学部又は他の研究科等の科目を履修させ、

程の単位とすることができる。 専門職学位課程の単位とすることができる。



改 正 前 改 正 後

第５３条の６ 学生が各年次にわたつて適切に授業 第５３条の６ 学生が各年次にわたつて適切に授業

科目を履修するため、当該研究科の定めるところ 科目を履修するため、当該研究科又は教育部の定

により、学生が１年間又は１学期に履修科目とし めるところにより、学生が１年間又は１学期に履

て登録することができる単位数の上限を定めるも 修科目として登録することができる単位数の上限

のとする。 を定めるものとする。

２ 当該研究科において必要と認めるときは、学生 ２ 当該研究科又は教育部において必要と認めると

が各年次において履修し、修得すべき授業科目、 きは、学生が各年次において履修し、修得すべき

単位数その他上位の年次に進級させる基準並びに 授業科目、単位数その他上位の年次に進級させる

同一年次において在学することができる年限を定 基準並びに同一年次において在学することができ

めることができる。 る年限を定めることができる。

第５３条の７ 学生は、他の研究科の科目を履修す 第５３条の７ 学生は、他の研究科等の科目を履修

ることができる。ただし、この場合所属の研究科 することができる。ただし、この場合所属の研究

及び当該他の研究科の研究科長の許可を受けなけ 科又は教育部及び当該他の研究科等の長の許可を

ればならない。 受けなければならない。

２ 前項の規定により履修した科目及びこれについ ２ 前項の規定により履修した科目及びこれについ

て修得した単位の取扱いについては、当該研究科 て修得した単位の取扱いについては、当該研究科

の定めるところによる。 又は教育部の定めるところによる。

第５３条の８ 教育上有益と認めるときは、当該研 第５３条の８ 教育上有益と認めるときは、当該研

究科の定めるところにより、他の大学と協議のう 究科又は教育部の定めるところにより、他の大学

え、学生に、当該他の大学の大学院の科目を履修 と協議のうえ、学生に、当該他の大学の大学院の

することを許可することがある。 科目を履修することを許可することがある。

２ 教育上有益と認めるときは、当該研究科の定め ２ 教育上有益と認めるときは、当該研究科又は教

るところにより、外国の大学と協議のうえ、学生 育部の定めるところにより、外国の大学と協議の

に、休学することなく当該外国の大学の大学院に うえ、学生に、休学することなく当該外国の大学

留学し、その科目を履修することを許可すること の大学院に留学し、その科目を履修することを許

がある。 可することがある。

３ 前２項の規定により履修した科目について修得 ３ 前２項の規定により履修した科目について修得

した単位は、当該研究科の定めるところにより、 した単位は、当該研究科又は教育部の定めるとこ

医学研究科にあつてはその修了要件として定める ろにより、医学研究科、公共政策教育部又は経営

単位数の２分の１を超えない範囲で、法学研究科 管理教育部にあつてはその修了要件として定める

にあつては３０単位を超えない範囲で、当該専門 単位数の２分の１を超えない範囲で、法学研究科

職大学院又は法科大学院 以下 専門職大学院等 にあつては３０単位を超えない範囲で、当該専門（ 「 」

。 （ 「 」という ）における科目の履修により修得したも 職大学院又は法科大学院 以下 専門職大学院等

のとみなすことができる。ただし、法学研究科に という ）における科目の履修により修得したも。

おいて、９３単位を超える単位の修得を修了の要 のとみなすことができる。ただし、法学研究科に

件とする場合は、その超える部分の単位数に限り おいて、９３単位を超える単位の修得を修了の要

３０単位を超えてみなすことができる。 件とする場合は、その超える部分の単位数に限り

３０単位を超えてみなすことができる。

第５３条の９ 教育上有益と認めるときは、当該研 第５３条の９ 教育上有益と認めるときは、当該研

究科の定めるところにより、学生が当該専門職大 究科又は教育部の定めるところにより、学生が当

学院等に入学する前に大学院において履修した科 該専門職大学院等に入学する前に大学院において

目について修得した単位（大学院設置基準第１５ 履修した科目について修得した単位（大学院設置

条において準用する大学設置基準第３１条に定め 基準第１５条において準用する大学設置基準第３

る科目等履修生として修得した単位を含む を １条に定める科目等履修生として修得した単位を。） 、

当該専門職大学院等に入学した後の当該専門職大 含む ）を、当該専門職大学院等に入学した後の。

学院等における科目の履修により修得したものと 当該専門職大学院等における科目の履修により修

みなすことができる。 得したものとみなすことができる。



改 正 前 改 正 後

２ 前項の規定により修得したものとみなすことが ２ 前項の規定により修得したものとみなすことが

できる単位数は、転学等の場合を除き、当該専門 できる単位数は、転学等の場合を除き、当該専門

職大学院等において修得した単位以外のものにつ 職大学院等において修得した単位以外のものにつ

いては、前条第３項の規定により修得したものと いては、前条第３項の規定により修得したものと

みなす単位数と合わせて、医学研究科にあつては みなす単位数と合わせて、医学研究科、公共政策

その修了要件として定める単位数の２分の１を超 教育部又は経営管理教育部にあつてはその修了要

えないものとし、法学研究科にあつては３０単位 件として定める単位数の２分の１を超えないもの

（前条第３項ただし書の規定により３０単位を超 とし、法学研究科にあつては３０単位（前条第３

えてみなす単位を除く を超えないものとする 項ただし書の規定により３０単位を超えてみなす。） 。

単位を除く ）を超えないものとする。。

第５３条の１０ （略） 第５３条の１０ （同 左）

第５３条の１１ 試験は、研究科の定めるところに 第５３条の１１ 試験は、当該研究科又は教育部の

よる。 定めるところによる。

第５３条の１２ 専門職学位課程（法科大学院の課 第５３条の１２ 専門職学位課程（法科大学院の課

程を除く ）の修了の要件は、同課程に２年（第 程を除く ）の修了の要件は、同課程に２年（第。 。

５３条の２第３項ただし書の規定により標準修業 ５３条の２第３項ただし書の規定により標準修業

年限を１年以上２年未満の期間とする場合にあつ 年限を１年以上２年未満の期間とする場合にあつ

ては、当該期間）以上在学し、専攻科目につき医 ては、当該期間）以上在学し、専攻科目につき医

学研究科が定める３０単位以上の修得その他の教 学研究科、公共政策教育部又は経営管理教育部が

育課程の履修により課程を修了することとする。 定める３０単位以上の修得その他の教育課程の履

修により課程を修了することとする。

２ （略） ２ （同 左）

、 （ ） 、 （ ）３ 在学年限は ４年 法科大学院にあつては６年 ３ 在学年限は ４年 法科大学院にあつては６年

を超えることができない。ただし、第５３条の６ を超えることができない。ただし、第５３条の６

第２項の規定により当該研究科において同一年次 第２項の規定により当該研究科又は教育部におい

に在学する年限を定めるときは、当該年限を超え て同一年次に在学する年限を定めるときは、当該

ることができない。 年限を超えることができない。

第５３条の１３ 第５３条の９第１項の規定により 第５３条の１３ 第５３条の９第１項の規定により

当該専門職大学院等に入学する前に修得した単位 当該専門職大学院等に入学する前に修得した単位

（学校教育法第６７条第１項の規定により入学資 （学校教育法第６７条第１項の規定により入学資

格を有した後、修得したものに限る ）を当該専 格を有した後、修得したものに限る ）を当該専。 。

門職大学院等において修得したものとみなす場合 門職大学院等において修得したものとみなす場合

であつて当該単位の修得により当該専門職大学院 であつて当該単位の修得により当該専門職大学院

等の教育課程の一部を履修したと認めるときは、 等の教育課程の一部を履修したと認めるときは、

その単位数、修得に要した期間その他当該研究科 その単位数、修得に要した期間その他当該研究科

が必要と認める事項を勘案して当該研究科が認め 又は教育部が必要と認める事項を勘案して当該研

る期間は、１年を超えない範囲で、当該専門職大 究科又は教育部が認める期間は、１年を超えない

学院等の課程に在学したものとみなすことができ 範囲で、当該専門職大学院等の課程に在学したも

る。ただし、第５３条の２第３項ただし書の規定 のとみなすことができる。ただし、第５３条の２

により１年以上２年未満の期間を標準修業年限と 第３項ただし書の規定により１年以上２年未満の

する場合において、当該専門職大学院の課程に在 期間を標準修業年限とする場合において、当該専

学したものとみなすことができる期間は、当該１ 門職大学院の課程に在学したものとみなすことが

年以上２年未満の期間から１年を減じた期間を超 できる期間は、当該１年以上２年未満の期間から

えることができない。 １年を減じた期間を超えることができない。

第５３条の１４ （略） 第５３条の１４ （同 左）



改 正 前 改 正 後

第５３条の１５ 第１０条第１項及び第２項、第１ 第５３条の１５ 第１０条第１項及び第２項、第１

１条、第１２条第１項ないし第４項及び第６項本 １条、第１２条第１項ないし第４項及び第６項本

文、第１３条、第１７条、第２３条第４項及び第 文、第１３条、第１７条、第２３条第４項及び第

５項ないし第２５条、第２８条第１項ただし書及 ５項ないし第２５条、第２８条第１項ただし書及

、 、 、 、び第２項ないし第４項 第３０条ないし第３４条 び第２項ないし第４項 第３０条ないし第３４条

第３６条の２、第３８条、第３９条（第２号の場 第３６条の２、第３８条、第３９条（第２号の場

合に限る 、第４０条ないし第４２条、第４７条 合に限る 、第４０条ないし第４２条、第４７条。） 。）

第１項及び第２項、第５１条及び第５２条の規定 第１項及び第２項、第５１条及び第５２条の規定

は、専門職大学院等学生の場合に準用する。この は、専門職大学院等学生の場合に準用する。この

場合において、第２５条中「学部長」とあるのは 場合において、第２５条中「学部長」とあるのは

「研究科長」と読み替えるものとする。 「法学研究科長、医学研究科長、公共政策教育部

長又は経営管理教育部長」と、第３６条の２、第

３８条第２項及び第３９条（第２号の場合に限る。）

「 」 「 」 、中 研究科 とあるのは 研究科又は教育部 と

第４０条第１項中「研究科に転科（地球環境学舎

にあつては転部 」とあるのは「研究科又は教育）

部に、それぞれ、転科若しくは転部」と 「当該、

」 「 」 、研究科 とあるのは 当該研究科又は教育部 と

同条第２項中「研究科」とあるのは「研究科又は

教育部」と、第４１条中「研究科長（地球環境学

舎長を含む。以下同じ 」とあるのは「法学研究。）

科長、医学研究科長、公共政策教育部長又は経営

管理教育部長」と、第４２条並びに第４７条第１

項及び第２項中「研究科長」とあるのは「法学研

究科長、医学研究科長、公共政策教育部長又は経

営管理教育部長」と読み替えるものとする。

（中 略）

第５９条 外国人で第５条及び第３７条によらない 第５９条 外国人で第５条及び第３７条によらない

で学部又は大学院に入学しようとする者には、当 で学部又は大学院に入学しようとする者には、当

該学部又は研究科の定めるところにより、外国学 該学部又は研究科等の定めるところにより、外国

生として入学を許可することがある。 学生として入学を許可することがある。

２ 外国学生で学部又は大学院の課程を修了した者 ２ 外国学生で学部又は大学院の課程を修了した者

には、当該学部又は研究科の定めるところにより には、当該学部又は研究科等の定めるところによ

学位を授与する。 り学位を授与する。

第６０条 公の機関又は団体等から、その所属の職 第６０条 公の機関又は団体等から、その所属の職

員につき、学修科目を定め、学部又は大学院に入 員につき、学修科目を定め、学部又は大学院に入

学を願い出たときは、当該学部又は研究科の定め 学を願い出たときは、当該学部又は研究科等の定

るところにより、委託生として入学を許可するこ めるところにより、委託生として入学を許可する

とがある。 ことがある。

２ 委託生で所定の科目につき試験に合格した者に ２ 委託生で所定の科目につき試験に合格した者に

、 、は、当該学部又は研究科の定めるところにより、 は 当該学部又は研究科等の定めるところにより

修了証書を授与する。 修了証書を授与する。

第６１条 本学の学生以外の者で学部又は大学院に 第６１条 本学の学生以外の者で学部又は大学院に

おいて、 又は複数の科目の履修を志望する者に おいて、 又は複数の科目の履修を志望する者に1 1
は、当該学部又は研究科の定めるところにより科 は、当該学部又は研究科等の定めるところにより

目等履修生として入学を許可することがある。 科目等履修生として入学を許可することがある。



改 正 前 改 正 後

２ 科目等履修生で履修した科目につき、当該学部 ２ 科目等履修生で履修した科目につき、当該学部

又は研究科の定めるところにより試験のうえ、単 又は研究科等の定めるところにより試験のうえ、

位を与えることができる。 単位を与えることができる。

第６２条 特定の科目を定め、学部又は大学院にお 第６２条 特定の科目を定め、学部又は大学院にお

いて、聴講を志望する者には、当該学部又は研究 いて、聴講を志望する者には、当該学部又は研究

科の定めるところにより聴講生として入学を許可 科等の定めるところにより聴講生として入学を許

することがある。 可することがある。

２ 聴講生で聴講した科目につき、本人の希望があ ２ （同 左）

るときは、証明書を交付する。

第６３条 他の大学若しくは外国の大学の学生又は 第６３条 他の大学若しくは外国の大学の学生又は

他の大学若しくは外国の大学の大学院の学生で、 他の大学若しくは外国の大学の大学院の学生で、

大学間の協議に基づき、特定の科目を定め、それ 大学間の協議に基づき、特定の科目を定め、それ

ぞれ、学部又は大学院において聴講を志望する者 ぞれ、学部又は大学院において聴講を志望する者

には 当該学部又は研究科の定めるところにより には、当該学部又は研究科等の定めるところによ、 、

特別聴講学生として入学を許可することがある。 り、特別聴講学生として入学を許可することがあ

る。

２ ２

（略） （同 左）３ ３

第６４条 第６４条

第６５条 第６５条

第６６条 この章及び別に定めるもののほか、特定 第６６条 この章及び別に定めるもののほか、特定

の学部又は研究科において特定の方法により学修 の学部又は研究科等において特定の方法により学

を志望する者については、当該学部又は研究科の 修を志望する者については、当該学部又は研究科

定めるところによる。 等の定めるところによる。

（後 略）

附 則

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。



別表第１ 学部（第３条の２関係）

学部名 学 科 名 入学定員 収容定員

総合人間学科 １２０ ５００３８０

人間学科 ― ２０

国際文化学科 ― ５０
総合人間学部

基礎科学科 ― ３０

自然環境学科 ― ３０

計 １２０ ５００５１０

文学部 人文学科 ２２０ ８８０

教育学部 教育科学科 ６０（１０） ２６０

法学部 ３３０（１０） １ ３７０１ ４００, ,
経済学科 １６０ ６４０

経済学部 経営学科 ８０（２０） ３６０

計 ２４０（２０） １ ０００,
理学部 理学科 ３１１ １ ２２４１ ２１４, ,

医学科 １００ ６００

医学部 保健学科 １４３（１７） ４４６２８６

計 ２４３（１７） １ ０４６８８６,
薬科学科 ５０ ５０

薬学部 薬学科 ３０ ３０

総合薬学科 ―８０ ２４０３２０

計 ８０ ３２０

地球工学科 １８５ ７４０

建築学科 ８０ ３２０

物理工学科 ２３５ ９４０

工学部 電気電子工学科 １３０ ５２０

情報学科 ９０ ３６０

工業化学科 ２３５ ９４０

計 ９５５ ３ ８２０,
資源生物科学科 ９４ ３７６

応用生命科学科 ４７ １８８

地域環境工学科 ３７ １４８

農学部 食料・環境経済学科 ３２ １２８

森林科学科 ５７ ２２８

食品生物科学科 ３３ １３２

計 ３００ １ ２００,
総 計 ２ ８５９（５７４０） １１ ６２０１１ ４９０, , ,

（備考）入学定員の（ ）を付したものは３年次編入学定員で外数

別表第２

１ 大学院（第３５条関係）

修士課程 博士後期課程 博士課程 合 計

研究科名 専 攻 名 入 学 収 容 入 学 収 容 入 学 収 容 収 容

定 員 定 員 定 員 定 員 定 員 定 員 定 員

文献文化学専攻 ４４ ８８ ２２ ６６ ― ―

思想文化学専攻 ２４ ４８ １２ ３６ ― ―

文学研究科 ４４１
歴史文化学専攻 ２８ ５６ １４ ４２ ― ―

行動文化学専攻 ２０ ４０ １０ ３０ ― ―

現代文化学専攻 １０ ２０ ５ １５ ― ―

計 １２６ ２５２ ６３ １８９ ― ―

教育科学専攻 ２８ ５６ １４ ４２ ― ―



教育学研究科 臨床教育学専攻 １４ ２８ １１ ― ― １５９３３２９

計 ４２ ８４ ２５ ― ― １５５７５７１

法政理論専攻 １５ ３０ ３０ ― ―９０６０

国際公共政策専攻 ３０ ６０ ― ― ― ―

基礎法学専攻 ― ― ― ８ ― ―

公法専攻 ― ― ― ８ ― ― １５０法学研究科
民刑事法専攻 ― ― ― １４ ― ― １８７

政治学専攻 ― ― ― ７ ― ―

国際公共政策専攻 ― ３０ ― ― ― ―

計 ３０ ― ―１５４５ ６０９０ ９０９７

経済システム分析専攻 １０ ２０ １０ ― ―３０３２

経済動態分析専攻 １４ ２８ １４ ― ―４２３９

２０ ２０ ２０ ２０ ― ―現代経済・経営分析専攻

現代経済学専攻 １０ ２０ １０ ３１ ― ―

ビジネス科学専攻 ５７ １１４ １０ ２０ ― ― ２６７
経済学研究科

組織経営分析専攻 ― ― ― １０ ― ― ３１４

現代経済学専攻 ― １０ ― ２０ ― ―

ビジネス科学専攻 ― ５７ ― ２０ ― ―

計 ４４ ― ―
４４ １３５ １３２

９１ １８２ １３２

数学・数理解析専攻 ５３ １０６ ２６ ７８ ― ―

８１ １６２ ４０ １２０ ― ―物理学・宇宙物理学専攻

１ １７２理学研究科
地球惑星科学専攻 ６５ １３０ ３２ ９６ ― ― ,
化学専攻 ６１ １２２ ３０ ９０ ― ―

生物科学専攻 ７７ １５４ ３８ １１４ ― ―

計 ３３７ ６７４ １６６ ４９８ ― ―

医学専攻 ― ― ― ― １４１ １４１

生理系専攻 ― ― ― ― １０ ４０

病理系専攻 ― ― ― ― １７ ６８

内科系専攻 ― ― ― ― ３６ １４２

外科系専攻 ― ― ― ― ３２ １２６

分子医学系専攻 ― ― ― ― ２２ ８８

脳統御医科学系専攻 ― ― ― ― ２４ ９４

医学研究科 医科学専攻 ２０ ４０ １０ ― ― ６６０２０１０

社会健康医学系専攻 ― ― １２ ― ― ６４３３６３５

生理系専攻 ― ― ― ― ― ３０

病理系専攻 ― ― ― ― ― ５１

内科系専攻 ― ― ― ― ― １０８

外科系専攻 ― ― ― ― ― ９６

分子医学系専攻 ― ― ― ― ― ６６

脳統御医科学系専攻 ― ― ― ― ― ７２

５６ ５６４
計 ２０ ４０ ２２ １４１

４５ ５５８

創薬科学専攻 ２４ ４８ １１ ３３ ― ―

薬学研究科 ２１７
生命薬科学専攻 ２５ ５０ １１ ３３ ― ―

医療薬科学専攻 １６ ３２ ７ ２１ ― ―

計 ６５ １３０ ２９ ８７ ― ―

社会基盤工学専攻 ２９ ５８ ９１４ ― ―３７４２

都市社会工学専攻 ３１ ６２ ― ―１０１５ ４０４５

都市環境工学専攻 ７７ １５４ ― ―２３２８ ７９８６



建築学専攻 ３４ ６８ １６ ４８ ― ―

機械理工学専攻 ３８ １８ ― ―７６３８ ３６１８

１７ ８ １６８ ― ―
マイクロエンジニアリ ３４

ング専攻 １７

航空宇宙工学専攻 １７ ３４ ８ ２４ ― ―

原子核工学専攻 １９ ３８ ９ ２７ ― ―

材料工学専攻 ２２ ４４ １０ ３０ ― ―

１５５３工学研究科 電気工学専攻 ２１ ４２ １０ ― ―３０２８ ,

１ ５６８電子工学専攻 ２１ ４２ １０ ３０ ― ― ,

材料化学専攻 １９ ３８ ９ ２７ ― ―

２３ ４６ １１ ３３ ― ―物質エネルギー化学専攻

分子工学専攻 ２７ ５４ １２ ３６ ― ―

高分子化学専攻 ３１ ６２ １５ ４５ ― ―

合成・生物化学専攻 ２１ ４２ １０ ３０ ― ―

化学工学専攻 １９ ３８ ９ ２７ ― ―

機械工学専攻 ― ―２１ ― ― ―１０２０

機械物理工学専攻 ― ―１９ ― ９１８ ― ―

精密工学専攻 ― ―１５ ― ７１４ ― ―

計 ４６６ ９３２ ― ―
１９７ ６２１

２１２ ６３６

農学専攻 ２３ ４６ １１ ３３ ― ―

森林科学専攻 ４５ ９０ ２２ ６６ ― ―

応用生命科学専攻 ４８ ９６ ２２ ６６ ― ―

応用生物科学専攻 ５０ １００ ２３ ６９ ― ― ８８６
農学研究科

地域環境科学専攻 ４８ ９６ ２０ ― ― ８８８６０６２

生物資源経済学専攻 ２４ ４８ １１ ３３ ― ―

食品生物科学専攻 ２５ ５０ １１ ３３ ― ―

計 ２６３ ５２６ １２０ ― ―
３６０

３６２

共生人間学専攻 ６９ １３８ ２８ ８４ ― ―

５３２
人間・環境学 共生文明学専攻 ５７ １１４ ２５ ７５ ― ―

研究科 相関環境学専攻 ３８ ７６ １５ ４５ ― ―

計 １６４ ３２８ ６８ ２０４ ― ―

エネルギー社会・環境 ２９ ５８ １２ ３６ ― ―

科学専攻

３６５
エネルギー科 ３７ ７４ １７ ５１ ― ―エネルギー基礎科学専攻

学研究科 １７ ３４ ８ ２４ ― ―エネルギー変換科学専攻

２６ ５２ １２ ３６ ― ―エネルギー応用科学専攻

計 １０９ ２１８ ４９ １４７ ― ―

アジア・アフ ― ― ― ― １４ ７０東南アジア地域研究専攻

リカ地域研究 アフリカ地域研究専攻 ― ― ― ― １２ ６０ １３０

研究科 計 ― ― ― ― ２６ １３０

知能情報学専攻 ３５ ７０ １５ ４５ ― ―

社会情報学専攻 ２７ ５４ １３ ３９ ― ―

複雑系科学専攻 ２４ ４８ １０ ３０ ― ―

情報学研究科 数理工学専攻 ２１ ４２ ９ ２７ ― ― ５５８

システム科学専攻 ３０ ６０ １３ ３９ ― ― ５６０

通信情報システム専攻 ３１ ６２ １４ ― ―４２４４

計 １６８ ３３６ ７４ ― ―
２２２

２２４



統合生命科学専攻 ３７ ７４ １７ ５１ ― ― ２４９
生命科学研究

高次生命科学専攻 ３８ ７６ １６ ― ― ２４７
科

４８４６

計 ７５ １５０ ３３ ― ―９９９７

地球環境学専攻 ― ― ２０ ６０ ― ― １４８

地球環境学舎 環境マネジメント専攻 ２９ ５８ １０ ― ― １３８３０２０

計 ２９ ５８ ３０ ― ―９０８０

１ ９２３ ３ ９２３ ９５０ ２ ８７０ ６９４ ７ ４８７総 計 , , ,,
２ ０００ ４ ０００ ９６５ ２ ８６９ １６７ ６８８ ７ ５５７, , , ,

２ 専門職大学院・法科大学院（第５３条の２第５項関係）

専 門 職 学 位 課 程 合計収容
研 究 科 名 専 攻 名

入学定員 収容定員 定 員

法学研究科 法曹養成専攻 ２００ ６００４００ ６００４００

医学研究科 社会健康医学系専攻 ２４ ４８ ４８

公共政策教育部 公共政策専攻 ４０ ４０ ４０

経営管理教育部 経営管理専攻 ６０ ６０ ６０

総 計 ３２４２２４ ７４８４４８ ７４８４４８


